
○
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
町

　

の
「
公
の
施
設
」
の
管
理
方
法
が
「
管

　

理
委
託
制
度
」
か
ら
「
指
定
管
理
者
制

　

度
」に
移
行
さ
れ
ま
す
。

＊
「
公
の
施
設
」
＝
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
文

　

化
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
活
性
化
施

　

設
な
ど
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目

　

的
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
利
用
し
て
い

　

た
だ
く
た
め
に
設
置
さ
れ
た
施
設

○
こ
れ
ま
で
「
公
の
施
設
」
の
管
理
運
営

　

に
つ
い
て
は
、
公
共
的
団
体
で
あ
る
町

　

の
出
資
法
人
等
だ
け
に
し
か
委
託
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

＊
公
共
的
団
体
で
あ
る
町
の
出
資
法
人
等

　

＝
富
士
見
町
開
発
公
社
、
富
士
見
町
社

　

会
福
祉
協
議
会
、
乙
事
地
区
農
業
農
村

　

活
性
化
推
進
協
議
会
、
ミ
ル
ク
の
里
農

　

業
農
村
活
性
化
推
進
協
議
会
、
蔦
木
地

　

区
山
村
振
興
推
進
協
議
会
、
信
州
蔦
木

　

宿
推
進
協
議
会
等

○
こ
れ
か
ら
は
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

　

に
よ
り
、
民
間
企
業
が
既
に
事
業
展
開

　

し
て
い
る
分
野
で
、
効
果
的
な
経
営
が

　

期
待
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
は
公
募
し
、

　

費
用
、
企
画
な
ど
の
提
案
内
容
か
ら
判

　

断
し
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
施
設
の
管

　

理
者
を
決
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ

　

う
に
な
り
ま
し
た
。

＊
道
路
、
河
川
、
学
校
教
育
な
ど
個
別
の

　

法
律
に
お
い
て
公
の
施
設
の
管
理
主
体

　

が
限
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
指
定
管
理

　

者
制
度
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

＊
指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
は
、
施
行

　

日
か
ら
３
年
間
の
経
過
措
置
が
と
ら
れ

　

て
い
ま
す
。

　
　
　

（
平
成
18
年
９
月
１
日
ま
で
）

■
今
後
の
進
め
方　

　

当
町
に
お
い
て
も
、
管
理
運
営
を
委
託

し
て
い
る
「
公
の
施
設
」
や
町
直
営
の

「
公
の
施
設
」
に
つ
い
て
、
今
後
の
そ
の

施
設
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、

地
方
自
治
法
に
基
づ
い
て
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
を
図
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

管
理
委
託
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
は
原

則
と
し
て
平
成
18
年
４
月
か
ら
移
行
し
ま

す
。
ま
た
富
士
見
町
清
泉
荘
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
本
年
４
月
か

ら
の
導
入
に
向
け
て
手
続
き
を
進
め
て
い

ま
す
。

■
指
定
の
期
間　

　

原
則
と
し
て
２
年
か
ら
５
年
（
標
準
期

間
）
の
範
囲
内
で
施
設
ご
と
に
適
切
な
期

間
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
指
定
管
理
者
の
選
定
・
指
定　

　

適
切
な
基
準
を
設
け
て
募
集
し
、
課
長

を
も
っ
て
組
織
す
る
選
定
委
員
会
に
お
い

て
審
査
基
準
に
基
づ
き
審
査
し
選
定
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
指
定
に
は
議
会

の
議
決
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
指
定
管
理
者
の
指
定
後　

　

適
切
な
管
理
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
の

点
検
を
常
に
行
い
、
指
定
期
間
内
で
あ
っ

て
も
必
要
に
応
じ
て
業
務
の
停
止
や
指
定

の
取
消
し
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
町
の

「
情
報
公
開
条
例
」
や
「
個
人
情
報
保
護

条
例
」
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
指
定
管
理
者

に
お
い
て
も
適
切
に
個
人
情
報
の
保
護
及

び
情
報
の
公
開
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

更
に
、
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
や
モ
ニ
タ

ー
調
査
な
ど
に
よ
り
、
利
用
者
の
満
足
度

や
苦
情
を
把
握
す
る
な
ど
、
施
設
の
管
理

運
営
へ
の
町
民
参
加
を
進
め
、
指
定
管
理

者
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

★
４
月
１
日
オ
ー
プ
ン
予
定
の
「
富
士
見

町
清
泉
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
」
等

は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
対
象
と
な
り
ま

す
。こ
の
施
設
で
行
う
予
定
の「
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
」
は
、
富
士
見
町
社
会
福
祉
協
議
会

が「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ふ
じ
み
」で
行
っ

て
い
る
も
の
で
す
の
で
、
指
定
管
理
者
の

選
定
に
あ
た
っ
て
は
特
別
な
事
情
を
考
慮

し
て
、
富
士
見
町
社
会
福
祉
協
議
会
を
指

定
管
理
者
の
候
補
と
し
て
選
定
し
ま
し
た
。

★
公
募
に
あ
た
っ
て
は
、
公
の
施
設
の
性

格
、
規
模
、
機
能
等
を
考
慮
し
、
設
置
目

的
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
達
成
す
る
た

め
、
地
域
等
の
活
力
を
積
極
的
に
活
用
し

た
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
事
業
効
果
が

相
当
に
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の

理
由
に
よ
り
特
別
の
事
情
の
あ
る
も
の
と

し
て
、
富
士
見
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
募

集
要
項
を
提
示
し
ま
し
た
。

①
平
成
15
年
９
月
２
日
施
行
の
「
地
方
自

　

治
法
」
の
一
部
改
正
及
び
「
富
士
見
町

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手

　

続
き
等
に
関
す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ

　

る
以
前
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
と
住
民

　

福
祉
の
促
進
を
図
る
た
め
、
地
域
に
密

　

着
し
た
富
士
見
町
社
会
福
祉
協
議
会
が

　

運
営
す
る
こ
と
を
前
提
に
介
護
予
防
等

　

拠
点
施
設
整
備
の
申
請
を
行
っ
て
き
た

　

こ
と
。

②
地
域
福
祉
と
併
せ
て
、
地
域
の
活
性
化

　

や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
で
あ
る

　

施
設
で
あ
る
こ
と
。

★
選
定
方
法
は
、
募
集
要
項
に
基
づ
き
提

　

出
さ
れ
た
申
請
書
類
を
、
指
定
管
理
者

　

選
定
委
員
会
に
お
い
て
選
定
基
準
に
基

　

づ
く
審
査
を
行
い
、
選
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
３
月
の
議
会
に
お
い
て
、
富
士

　

見
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
指
定
す
る
た

　

め
の
議
決
を
経
て
、
４
月
１
日
か
ら
施

　

行
さ
れ
ま
す
。

★
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
施
設
は

　

次
の
と
お
り
で
す
。

①
富
士
見
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ふ
じ
み
）

②
富
士
見
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清　

泉　

荘
）

③
富
士
見
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

④
富
士
見
町
短
期
入
所
施
設

⑤
富
士
見
町

　
　
　

清
泉
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
企
画
統
計
係

　
　

６
２-

９
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３
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Mail:soumu@town.fujimi.nagano.jp
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